
資料 4 

令和 8(2026)年 2 月 2 日 

 北九州市環境局 

今後の監視会議のあり方について 

１ 監視会議の役割 

（１） 北九州市 PCB 処理監視会議設置要綱 『第２条に定める事項の監視』

ア PCB 廃棄物処理事業※の安全性確保に関する事項

イ PCB 廃棄物処理事業の早期かつ計画的な処理の推進に関する事項

ウ 地域の理解の促進に関する事項

エ 前各号に掲げる事項のほか、PCB 廃棄物処理事業の安全かつ早期の処理に

関する事項

※営業物の処理に加え、解体撤去事業も含む(令和 6 年改正)

（２） 通報連絡公表基準 『異常事態等発生時の報告の場』

2  令和４年再延長受け入れ時の要望（抜粋） 

３． 地域の理解 

（１） 本事業に係る安全性及び期限内処理に係る地域への積極的な情報公開のた

めの機会の付与、地域への即応的な連絡体制など更なるリスクコミュニケー

ションの徹底を図るとともに、地域との積極的かつ継続的な交流を行うな

ど、必要な取組みを確実に実施すること。 

４． 取組みの確実性の担保 

（２） 国全体及び北九州 PCB 廃棄物処理事業の進捗について、定期的に、本市

及び監視会議に報告するとともに、その結果に基づき、必要な措置を検討・実

施すること。

３ 監視会議について 

・ リスクコミュニケーションの徹底や市民への情報公開の透明性を確保するために、

今後も監視会議は必要と考えている。

・ JESCO 事業進捗により監視会議における監視・報告のすすめ方は変化していく

ものと考えられる。
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